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令和３年３月30日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外（２）

毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの

目　　　　　次

◎　長崎県病院企業団条例	 　　所管課（室）名
　・長崎県病院企業団病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  長崎県病院企業団

　長崎県病院企業団病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和３年３月30日

長崎県病院企業団企業長　米倉　正大　
長崎県病院企業団条例第１号
　　　長崎県病院企業団病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　長崎県病院企業団病院事業の設置等に関する条例（平成21年長崎県病院企業団条例第１号）の一部を次のよう
に改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

長崎県病院企業団条例

改正後 改正前

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

第１欄
（名称）

第２欄
（位置）

第３欄
（診療
科目）

第４欄
（病床
数）

第５欄（病院に
併設する施設）

第６欄
（附属
診療所）

第１欄
（名称）

第２欄
（位置）

第３欄
（診療
科目）

第４欄
（病床
数）

第５欄（病院に
併設する施設）

第６欄
（附属
診療所）

略 略

長崎県
対馬病
院

略 略 略 訪問看護ステー
ション

長崎県
対馬病
院

略 略 略

略 略

　　　附　則
　この条例は、令和３年４月１日から施行する。
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